














登録基幹技能者制度推進協議会 技と経験を、現場の力に。

登録基幹技能者の
主任技術者要件への認定について

登録基幹技能者講習を修了した者のうち、許可を

受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大

臣が認めるもの（※）については、主任技術者の要

件を満たすものとして認められました。

（建設業法施行規則第7条の3の改正）

※建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習に

関する告示を2018年4月1日に施行

登録基幹技能者データベースとCCUSとのデータ連携の実施を行う。
登録基幹技能者制度の評価・活用の拡大に向けて、地方公共団体や独立行政法人などの公共発注者や総合工事業者等に対して、
CCUSの発注者支援機能と併せて、登録基幹技能者制度の周知活動を行い、発注者及び元請企業における活用の拡大を図る。

2025年度重点取組

登録基幹技能者制度とは

登録基幹技能者とは、高度な技能と豊富な経験を
持ち、現場でのマネジメントも担う技能者を一定
の基準に基づいて登録・認定する制度です。対象
は作業の中核を担う48職種（2025年6月時点）で、
所定の講習・審査を経て認定されます。この制度
により、技能と管理能力を兼ね備えた人材の「見
える化」が進み、技能者の地位向上やキャリア形
成にもつながっています。

建設現場のリーダーとして、安全・品質・工程を支える「登録基幹技能者」。
建設業振興基金は、その制度を広く知ってもらうため、登録基幹技能者制度推進協議会の事務局を担い、周知・広報活動を展開しています。

建設キャリアアップシステム（CCUS）との関係性

登録基幹技能者は、技能者の経験や能力を評価するCCUSにおけるレベル評価で最上位（レベル4）とし

て位置づけられており、登録基幹技能者制度推進協議会としても有資格者へCCUSの登録及びレベル4の

取得を促進しています。

公共工事の品質確保の
促進に関する法律（品確法）



建築及び電気工事施工管理技術検定 確かな技術に、確かな証明を。

建設業法に基づく技術検定は、建設工事に従事する者の技術水準確保を目的とし、

建設業振興基金では、国家資格である2つの施工管理技術検定試験を国土交通大臣の指定試験機関として実施しています。

・2026年2月より制度改正後の第二次検定に係る受検申請の電子化を実施

・高校生等の受検環境を改善するため試験地拡大を目指し新たな受験地について公募の実施

■技術検定制度は、建設工事に従事する

者の施工技術の向上を図ることを目的と

して、建設業法第27条の規定に基づいて

実施される国家資格（施工管理技士・技

士補）制度です。

■本財団が実施する技術検定（以下「技

術検定」）は、１級と２級に区分され、

１級、２級ともに、第一次検定と第二次

検定に分かれます。このうち、２級建築

施工管理技術検定第二次検定は、建築、

躯体、仕上げの３種別に細分されます。

■技術検定は、全国主要都市において一

斉に実施しています。

若手技術者にも

挑戦しやすい制度に！
近年は優秀な若手技術者を確保する

ため、受検機会の拡大や受検資格

の緩和等が実施されています。

「施工管理技士」は、建設業法に定められた特定建設業または一般建設業の許可要件で

ある営業所ごとに置かなければならない専任の「主任技術者」又は「監理技術者」（１

級のみ）となることが認められています。また主任技術者要件を満たす「１級施工管理

技士補」については「監理技術者」を補佐する業務につくことができます。

※監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で配置した場合、監理技術者は２現

場の兼務が可能となります。経営事項審査の技術力の評価において評点にカウントされ

ます（１級５点、２級２点）。

【受検機会の拡大】

2級学科試験(第一次検定）の年2回化（建築：平成29年度～、電気工事：平成30年度～）

【受検資格の緩和】

●1級の第一次検定は、19歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能

●2級の第一次検定は、17歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能（変更なし）

●1級及び2級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能

（なお、2028年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定の受検が可能）

建築施工管理技術検定 電気工事施工管理技術検定

称号付与称号付与（追加）

第一次検定・・・施工技術のうち基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定

第二次検定・・・施工技術のうち実務と経験に基づいた技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定

1級第一次検定

2級第一次検定

合格

合格

1級技士補

2級技士補

合格

合格

第二次検定

第二次検定

1級技士

2級技士

技術検定制度

監理技術者A

技士補X（専任） 技士補Y（専任）

主任技術者

主任技術者

主任技術者

主任技術者

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める

者を専任でおいた場合には、監理技術者の兼務が認め

られます（当面2現場）。

・政令で定める者は、主任技術者の要件を有するもの

のうち、1級の技士補の資格を持つ者とします。

工事1 工事2

注文者 注文者

元請A社 元請A社兼務可

下請B社 下請D社

下請C社 下請E社

監理技術者が2現場を兼務する場合

2025年度重点取組



監理技術者講習 現場の責任を担う人に、必要な学びを。

監理技術者は、一定規模以上の工事において配置が義務づけられた、現場の“責任者”です。

建設業振興基金では、国土交通大臣登録講習機関（登録番号2）として、2004年より講習を実施。

現場管理能力の向上と制度遵守を支える講習として、全国で会場講習やいつでも受講できるオンライン講習を実施。

監理技術者とは

建設業法により、一定規模以上の下請契約を伴う工事では、元請企業

に「監理技術者」の配置が義務付けられています。監理技術者は、工

事全体の工程・安全・品質の管理に責任を持ち、現場の施工管理を統

括する立場です。

経営事項審査では、講習受講済みの1級技術者が加点対象とされるな

ど、その役割と評価の重要性が一層高まっています。

講習を経て専任の監理技術者へ

監理技術者講習とは、建設業法第26条第5項に基づき、国や自治体等が

発注する建設工事に係る専任の監理技術者に求められる講習です。

本講習は、かつて任意講習として運用されていましたが、法改正を経

て、現在は国等が発注する建設工事に係る専任の監理技術者は、監理

技術者資格者証の交付を受けていることに加え、国土交通大臣の「登

録を受けた講習」を受講した者から選任しなければならないこととな

りました。本財団は2004年に登録講習機関としての指定を受け、全国

規模での運営を行っています。

受講者の皆さまに有益な情報をよりわかりやすく届けるため、講義映像の更なる進化を目指します！

選べる受講方法ポイント１
会場講習、オンライン講習（オンデマンド方式）のいずれか

を選択可能。

■会場講習（集合講習）
全国約250会場で年間約1,500回の講習を実施し、豊富な受講

機会を提供。

■オンライン講習（オンデマンド方式）

24時間いつでも職場や自宅で受講可能。多忙な技術者に受講
しやすい環境を提供。

信頼の講習、豊富な実績ポイント2
信頼の講習内容と豊富な実績で、これまで100万人以上が

受講。

建設業振興基金では、国土交通大臣登録講習機関として、全国で監理技術者講習を実施しています。

2025年度重点取組



建築・設備施工管理CPD制度 学びをつづける技術者へ。

技術者としての専門性を、より確かなものにするために──。

建設業振興基金は、建築・設備系技術者をメインターゲットにした「建築・設備施工管理CPD制度」（通称：ききんのCPD）の運営を通じて、

技術者の能力の維持・向上を支援しています。

CPD制度とは
ＣＰＤ（Continuing Professional Development）制度は、技術者の継続教育制度です。技術

者が自己研鑽した時間をＣＰＤ単位として見える化しＣＰＤ制度運営団体が客観的に証明しま

す。技術者が、その必要な能力の開発に資する継続的な活動を推進するとともに、その指標を

示し、その状況を社会に明示することで、

技術者の知識及び技術の向上を目指します。

様々な団体がCPD制度を運営しており、建設業

振興基金は「建築・設備施工管理CPD制度」

（通称：ききんのCPD）を運営しています。

「ききんのCPD」の背景と発展
2011年6月に公表された国土交通省「技術者制

度検討会とりまとめ」を背景に、 2014年6月

に建築施工管理分野を対象に開始した本制度。

2018年4月には電気工事・管工事を対象に加え、

「建築・設備施工管理CPD制度」として再編

されました。参加会員数は、2014年度末の777

人から2024年度末には25,000人を超えるまで

になりました。

「建築・設備施工管理CPD制度」のガイドを作成。CPDプログラムの更なる充実を図ります！2025年度重点取組

ききんのCPD 参加登録メリット
（他団体のCPD制度との違い）

蓄積したCPD単位は、一部の公共工事の入札や経営事項審査※ において評価されています。

また、会社で十分な教育環境を整備できない場合に、本制度を活用することで、継続教育の場

を社員に提供することも可能です。

※「経営事項審査」「公共工事の入札」ともに、 評価対象への導入状況や加点数、加点対象団体などについ

ては、必ず各発注者様の公表資料などをご確認ください。

ききんのCPD参加者の推移
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登録に資格不要
施工管理技士等の資格は必須ではありません。どなたでもご入会いただけます。
メリット1

〈CPD単位の活用方法〉

複数の単位取得方法メリット2

講習会等の受講による単位取得以外にも、教材での学習や工事表彰等による単位取得の方法もありま
す。

監理技術者講習で最大10単位取得メリット3

通常、6単位しか取得できない監理技術者講習もききんのCPD会員は、必要な要件を満たせば最大10
単位取得できます。
※詳細はガイドラインをご参照ください。

会社担当者向けのオプション機能メリット4

会社担当者が社員（ききんのCPDの会員）のCPD実績等を一括管理でき、事務作業の効率化につなが
ります。



『建設業しんこう』の発行 建設業の“今”を伝え、“未来”をひらく。

2025年度重点取組

〈時事情報〉
日本経済の動向

建設経済の動向

〈人気コーナー〉
FOCUS

（工業高校の先生紹介）

かわいい土木

クイズ名建築のつくり方

社内会議の資料として
建設業の動きや制度の最新

情報を掲載。社内会議や部

門ミーティングでの情報共

有に活用いただけます。

活用事例

採用活動の資料として
若手や学生にもわかりやす

く、建設業の“今”を伝える

情報を発信。就職説明会な

どでの配布資料にもご活用

いただけます。

掲載記事のご紹介

〈特集〉
建設事業主等に対する助成金
建設業バックオフィスに

おけるDX

特定技能外国人の中⾧期的

キャリアパス構築への

支援等について

読者の声（アンケートより抜粋）

1976年創刊 年10号発行
（7・8月号、12・1月号は合併号）

媒体
・冊子「建設業しんこう」9,400部／月

・Web「しんこうWeb」平均24,000view／月

情報が整理されており、短時間で情報収集ができる。
建設業の魅力が豊富に掲載されているので、若い世代にアピールするツールとして活用したい。
写真やイラスト、図表が活用された読みやすい誌面。ポイントも簡潔でわかりやすい。

しんこうWebはこちら

この他、多彩な旬の話題を取り上げています！

・読者アンケートを踏まえ、特集等企画内容の充実を図る

・建設業しんこうWebのメルマガ登録者数の拡大を図る

読者層
建設業経営者・働く方々、従事者、

建設業団体、工業高校、行政機関 ほか

〈発刊の目的〉 機関誌『建設業しんこう』（冊子版・Web版）を通じて建設業の現状や課題、さらにその対応に関する行政や先進企業の取組などを
発信し、より良い未来に向けて、その時々に必要な情報を広報しています。


	スライド 1: 建設業の取引を、もっとスマートに。
	④経理検定事業
	スライド 1: 経理検定事業

	⑥建設労働者育成支援事業
	スライド 1: はじめの一歩を、しっかり支える。

	⑦建設キャリアアップシステム
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